小山市・下野市・野木町・結城市の皆様へ

小山市 総合政策部 総合政策課

第３期小山地区定住自立圏共生ビジョン（案）に対するパブリックコメントの実施について


　小山市と下野市・野木町・結城市は、互いに定住に必要な都市機能及び生活機能を確保しつつ、圏域全体の活性化を図ることを目的に「小山地区定住自立圏形成協定」を締結しています。
　構成市町が連携して取組む事業を定めた定住自立圏共生ビジョンについて、現行の「第２期小山地区定住自立圏共生ビジョン」が令和７（2025）年度で計画期間を終了することから、現在、「第３期小山地区定住自立圏共生ビジョン」の策定を進めています。
　この度、「第３期小山地区定住自立圏共生ビジョン（案）」がまとまりましので、圏域住民の皆様からご意見を伺い計画に反映させるために、パブリックコメントを実施します。


１　公表する資料
第３期小山地区定住自立圏共生ビジョン（案）
２　資料の閲覧場所
（１）小山市・下野市・野木町・結城市の各ホームページ
（２）小山市総合政策課及び各出張所
下野市総合政策課、野木町政策課、結城市企画政策課
３　意見の募集期間
令和８年２月４日（水）～令和８年２月２５日（水）
４　意見の提出について
（１）住所・氏名・電話番号・ご意見を記載し提出してください。
（※ご提出の際は住所・氏名のご記入がないものは受付ができませんのでご注意ください。）
（２）提出先
郵送　　　　〒323－8686　栃木県小山市中央町1-1-1　小山市総合政策課
[image: QRコード]ファックス　０２８５‐２２‐９５４６
電子メール　d-kikaku@city.oyama.tochigi.jp
専用フォーム　https://logoform.jp/f/ni6cU
直接提出　　「２ 資料の閲覧場所 (２)」に記載の各所ご意見入力フォーム

（※電話での受付はできませんのご了承ください。）
５　意見の公表について
（１）提出されたご意見は小山市ホームページ上で公表する予定です。
（２）個々のご意見に、直接の回答はいたしません。
（３）お預かりした個人情報は、公表いたしません。
６　問い合わせ先
　　小山市 総合政策部 総合政策課　℡ 0285-22-9355
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